
「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称) 

の制定を求める意見書 

 

 今の日本は、「国民のこころの健康の危機」と言える状況にある。それは、平成２

３年７月６日に厚生労働省が、４大疾病(がん、脳卒中、心臓病、糖尿病)に新たに

精神疾患を加えて５大疾病とする方針を決めたことにも表れている。この背景には、

平成２０年の患者調査で、糖尿病患者数２３７万人、がん患者数１５２万人などに

対し、精神疾患の患者数は３２３万人と最も多く、国民に広く関わる疾患となって

いること、また、毎年３万人を超える自殺者の約９割には何らかの精神疾患に罹患

していた可能性があるとされているためである。 

 御坊市でも自立支援医療受給者の承認件数は、平成２０年度に２５７人、平成２

１年度に２７０人、平成２２年度３０２人へと増加している。 

 平成２０年度から２１年度にかけて厚生労働省は、「今後の精神保健医療福祉のあ

り方等に関する検討会」を設け、現状を網羅的に明らかにし、今後の望まれる施策

を報告した。この報告のもとに、平成２２年４月に当事者・家族・医療福祉の専門

家及び学識経験者による「こころの健康政策構想会議」が設立された。この会議で

は、当事者・家族のニーズに応えることを軸に捉えて会議を重ね、現在の危機を早

く根本的に改革する提言をまとめ、平成２２年５月末に「こころの健康政策につい

ての提言書」を厚生労働大臣に提出した。 

 この提言書の中で、精神医療改革、精神保健改革、家族支援を軸として、国民す

べてを対象とした、こころの健康についての総合的、長期的な政策を保障する「こ

ころの健康を守り推進する基本法」(仮称)の制定を強く求めている。 

 よって、政府及び国会におかれては、国民のこころの健康の増進を図るため「こ

ころの健康を守り推進する基本法」(仮称)を早急に制定するよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２４年３月２７日 

 

                         御 坊 市 議 会 

 



 衆 議 院 議 長    横 路 孝 弘 殿 

 参 議 院 議 長    平 田 健 二 殿 

 内閣総理大臣    野 田 佳 彦 殿 

 厚生労働大臣    小宮山 洋 子 殿 

 社 会 保 障    岡 田 克 也 殿 

税一体改革担当大臣    

  


